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平成２８年度市政懇談会会議録 

 

開 催 日 時：平成２８年５月９日（月） 午後７時～午後８時 

開 催 場 所：あずま公民館 大会議室 

参 加 者：９８人 

 

市側出席者：五十嵐市長、吉田副市長、德江教育長 

佐藤総務部長、福田企画部長、池田財政部長、松島市民部長、茂木環境部長、 

武井健康推進部長、三澤福祉こども部長、横山長寿社会部長、出崎経済部長、 

岩佐建設部長、笠原都市計画部長、喜楽水道局長、笠原消防長、 

高尾経営企画部長（市民病院）、大澤会計管理者、石原議会事務局長、 

大澤監査委員事務局長、荻原教育部長 

                                            

１ 開  会   司会進行（企画調整課長） 

２ 特別職の紹介・市職員（部局長）の紹介 

３ 市長あいさつ 

皆様、こんばんは。本日は、連休明けで大変お忙しい中、また、夜分お疲れのところ、

市政懇談会にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

ご挨拶に入る前に、冒頭、恐縮ですが、お詫びをさせていただきます。 

先週、元市職員が逮捕されるという事態が発生しました。皆様には、大変ご心配をお掛

けし、心からお詫びを申し上げると同時に、二度とこうしたことがないようしっかり対策

をとっていきたいと思っていますので、よろしくお願い申し上げます。 

さて、この市政懇談会は、年度当初にあたり、本年度、当市がどのような方向を目指し

ていくかについて、具体例を挙げながら、概略をご報告させていただき、また、皆様から、

ご意見、ご要望等をお受けして、市政に反映させていこうという趣旨のもと、開催するも

のです。 

それでは、スクリーンをご覧いただきながら、平成２８年度の重点政策等について、ご

説明させていただきます。 

 

４ 重点政策の概容 

（１） 平成２８年度重点政策について ＜市長説明＞ 

（２） 質疑応答 ＜特別職及び部局長＞        （７：４５～）       

  

※質問及び回答の要旨を掲載しています。 

  ◆自転車等の交通安全対策について 
  【質問】 

    昨年６月に、自転車の道路交通法が改正されたかと思いますが、そのことに伴い、あず

ま北小学校管内における中学生の自転車通学についてお話させていただきます。 

あずま北小学校の南側の道路については、６ｍの歩道がありますが、道路交通法の改正

により、昨年６月１日から、自転車は、歩道が設けられた道路においては、車道を通らな

ければならないということになりました。その際、駐在所に行き、そのことについて相談
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したところ、看板をつければ自転車が歩道を通ることができるので、市役所へ行くよう言

われました。あずま支所を通じて本庁に連絡をとっていただきましたが、話はあまり進み

ませんでした。あずま北小学校の南側の道路の歩道に看板を取り付けてつけていただく、

あるいは、６ｍある歩道に白線でセンターラインを引く等の対応をお願いするため、その

後もいろいろと掛け合いました。最終的に、教育委員会へメールを送ったところ、センタ

ーラインを引いていただき、それ以降は、自転車と歩行者が安全に通ることができている

という状況です。 

また、境大間々県道のところについては、３ｍ程度だと思いますが歩道がありますので、

自転車は車道を通らなければならないのですが、車道を自転車が通ることは非常に危険で

す。実際は、歩道を自転車と歩行者が混在して通っているため、私は、毎朝、見守り隊の

旗振りをしています。さらに、夕方、小学生の下校時は、防犯パトロールということで、

委員と一緒に見回りを行っています。このような状況から、必ずいつか歩道において、自

転車と歩行者との接触事故等が起こってしまう危険性があると思います。だからと言って、

自転車が車道を走ることはもっと危ないでしょう。車幅を広げたりする等、安全な歩道に

していただきたいと思います。 

 

【回答】（環境部長） 

    歩道における自転車と歩行者の関係ですけれども、確かに大変危険だと思います。まず

は、現地をしっかり調査し、関係機関や関係課等とよく協議しながら検討していきたいと

思います。 

 

その後の対応 

   ５月１２日（木）に、ご指摘いただいた現場を質問者ご本人様立会いのもと確認した結

果、県道境木島大間々線の東橋周辺であり、群馬県の管轄となることから、市で道路拡幅

及び歩道内の整備が行うことができないため、伊勢崎土木事務所へ要望として伝えること

でご了承いただきました。 

    その後、５月１７日（火）、当該県道部における歩行者と自転車の安全を確保する整備（歩

道内の線引き等）について、伊勢崎土木事務所担当者に市の要望として伝え、お願いしま

した。 

 

  ◆道路交通対策について 
  【質問】 

    スマーク伊勢崎ができてから、桐生県道が慢性的に渋滞しています。抜け道等もありま

すが、そういったところで、過去には何件か死亡事故も発生している状況です。道路渋滞

等が緩和されるような対応をお願いします。 

   

【回答】（環境部長） 

    桐生県道をはじめとするスマーク周辺の交通渋滞等についてですが、今後、警察等の関

係機関と検討しながら、調査及び研究を進めていきたいと考えています。 

 

【回答】（市長） 

    スマーク周辺の道路交通関係については、ご指摘のとおりで、特に週末等は非常に混雑
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しています。そのようなことから、スマーク伊勢崎の南側にあった保育園に移転していた

だくことになりました。なかなかすぐに全てを改善するというわけにはいきませんが、対

応できることから１つ１つお手伝いさせていただきながら、道路交通の円滑化を図るとと

もに、事故のないよう努めてまいりたいと思います。 

   

その後の対応 

    ご指摘いただいた内容を受け、５月１７日（火）、交通安全の確保、慢性的渋滞の緩和及

び解消について、伊勢崎警察署交通規制担当者に市の要望として伝え、お願いしました。 

 

  ◆地域の道路環境について 
  【質問】 

    皆さんにも、ぜひ、地域の道路環境について現状を知っておいていただきたいと思い、

発言させていただきます。 

畑等から、道路上に、かなり砂が出てきています。鉄道近くの道路上でも同様の状態が

見られます。その砂をシャベルやスコップで払う作業をしていますが、場所によっては、

作業する人たちの高齢化により、重い道具を持ち上げたりする作業はできないというとこ

ろもあります。周辺の状況等を見て回ったところ、自分たちの地域以外にも、道路に砂が

出ている場所はたくさんありました。各土地の持ち主が、道路上の砂を片付ければ良い話

なのかもしれませんが、もはや、地区の区長１人がどうこう言ったところで、そのような

規模の問題ではないと感じました。例えば、国定町から宮前町に向かう道路上では、道路

の側溝が砂等で埋まってしまい、さらに、大雨が降ると、側溝が埋まっているため、道路

上に水が流れ込み、川のようになってしまうような状況のところがあります。 

私も何とかしたいと思いますが、１人ではどうにもなりません。１人１人の意識を変え

ていかないとどうにもならないことだと思うのです。地域の高齢者が腰を曲げながら一生

懸命作業をしています。皆さんにも、徐々に意識を変えていただきながら、少しでも地域

をよくしていこうという気持ちを持っていただきたいと思い、皆さんが集まっているこの

場をお借りして発言させていただきました。 

 

【回答】（市長） 

    ご指摘いただいた状況についてですが、こうした課題や問題等は、各地区にあろうかと

思います。今年は、行政役員の方々の任期替えの年ですので、新たに区長や環境指導員等

になられた方々がいらっしゃると思います。新年度を迎え、各役員の会議等も行われると

思いますので、そのような機会に、各地域の実情等についてお聞かせいただきながら、ど

うしたら解決できるか、あるいは、市としてどのようなお手伝いができるか等検討してま

いりたいと思います。 

   

  ◆下水道工事の進捗状況について 
  【質問】 

    何年か前から下水道関係の工事が進んできていますが、最近は進み具合について耳にし

なくなりました。桐生伊勢崎線の南側の下水道工事については、いつ頃着工する予定なの

でしょうか。下水道工事の進捗状況等について教えていただきたいと思います。 
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【回答】（都市計画部長） 

 下水道関係ですが、現在は、高速道路の北側で、両毛線と早川に囲まれた地域を重点的

に進めているところで、約７５％の工事が終わっている状況です。まだ未着工のところが

たくさんありますので、引き続き進めてまいりますが、今後は、防災拠点になる支所やあ

ずま小学校の周辺を優先的に進めていく予定です。その後、桐生県道の南側の未着工エリ

アについても、地域はまだ確定していませんが、人口密度や施設の状況等を確認しながら

検討していきたいと考えています。 

   

  ◆行政役員体制の取り扱い等について 
  【質問】 

    せっかくの機会ですので、ぜひお聞きいただければと思い、申し上げます。 

    合併前と現在では、区の行政役員体制の取り扱いがだいぶ違うように感じています。合

併前の東地区における行政役員については、区長や区長代理を主に、特に区長代理は、環

境指導員や会計等も担当していただきながら、区全体の行政に尽力していただいていまし

た。こういった中で、市の広報紙の関係ですが、毎年広報いせさきに行政役員が掲載され

ています。今年度も５月１日号の広報紙に、区長、環境指導員及び防犯委員が掲載されて

いましたが、会計は全く取り上げられていません。ところが、実際、区の会計については、

少なくとも東町においては、表に出たり、目に見えて活動したりする部分は非常に少ない

ものの、大変重要な役割を担っています。そのようなことを考慮して、広報紙での紹介等

にも取り上げていただきたいと思います。もっと重んじて取り扱っていただきたいという

思いが非常にあります。その関係でさらに申し上げると、例えば、区長の推薦書の様式に

は、役職経験欄に役職名が記載されていますが、会計は含まれていません。区長会にも含

まれていません。合併前の旧市の取り扱いではそうだったのかもしれませんが、対等合併

ということで合併したのですから、旧市以外の取り扱い等についても、ぜひ考慮していた

だきたいと思います。さらに付け加えて言わせていただくと、広報紙の行政役員紹介欄で

使用されている氏名の漢字についてですが、断りがあったかもしれませんけれども、その

人の氏名の正しい漢字を使用していただきたいと思います。 

 

【回答】（総務部長） 

    ご指摘いただきましたとおり、会計の役割が大変重要なものだということは、私たちも

もちろん認識しています。また、大変お忙しい中、会計として、地区のまとめ役をしてい

ただき、大変ありがたいことだと思っています。ただ、市の広報紙における行政役員の紹

介については、申し訳ございませんが、紙面の都合等もあるため、区長、環境指導員及び

防犯委員の方々としています。市の広報紙だけでなく、公民館だより等もありますので、

そういった中で、ご尽力いただいているその他の役職の方々等についてお知らせする必要

もあるかと思いますので、今後、検討させていただきたいと思います。 

   

【回答】（企画部長） 

    市の広報紙で扱う氏名の漢字についてですが、文字についてはできる限り正確なものを

使用していきたいと考えていますので、印刷上の関係等も考慮しながら、今後、検討させ

ていただきたいと思います。 
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その後の対応 

    区長内申書（様式）の経歴欄については、現在、「区長、環境指導員、民生児童委員、

人権擁護委員、保護司」としていますが、今後、他の役職も記入できるよう変更します。 

また、行政役員の紹介については、各行政区における調整も必要となることから、公民

館だよりへの掲載を含め、今後、地区区長会で協議していただくことになりました。 

 

◇閉会あいさつ（市長） 

本日は、夜分お疲れのところ、また、お忙しい中、ご参加いただきまして、誠にありが

とうございました。 

皆様から、大変貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。これらについても、

しっかり取り組んでまいりたいと思います。これからも、お気付きのことがあろうかと思

いますので、その際には、各担当窓口に、遠慮なくお申し付けください。 

皆様と一緒に、元気な東地区、元気な伊勢崎市を目指してまいりたいと思いますので、

今後ともよろしくお願い申し上げます。 

本日は、大変ありがとうございました。 

 

５ 閉  会（企画調整課長）       （８：００） 


